
令和６年度群馬県総合防災訓練 実施概要
目 的 群馬県と前橋市が、災害対策基本法第４８条（防災訓練義務）に基づき、総合的な防災訓練を実施し、防災

関係機関相互の連携強化及び防災に対する住民の理解と意識の高揚を図り、防災体制の強化に資する。

日時/場所
・日時：令和６年１０月２６日（土）０９：００～１５：００「物的支援の受入れ・供給訓練等」

令和６年１１月１１日（月）１０：００～１６：００「災害廃棄物の処理訓練」
・場所：日本ト―タ―グリーンドーム前橋、県消防学校、敷島公園門倉テクノばら園第３駐車場、他

訓練内容

大規模地震災害の発生を想定し、各防災関係機関の協力のもと、物的支援の受入れ・供給体制の確立と災害
廃棄物仮置き場の設置・運営を基幹訓練として実施し、県・市の災害対応に係る計画の実効性を検証する。関
連訓練として発災当初の応急対策等の訓練を実施して関係機関相互の連係を強化する。

訓練想定 ２４日、深谷断層帯（関東平野北西縁断層帯）主部を震源とするM８．１、震度６強による県央部～県南西部
にわたる広域な被害が発生

訓練参加機関
群馬県、前橋市、前橋市消防局、陸上自衛隊第１２旅団、県警察本部、物流４社（佐川急便、ヤマト運輸、西
濃運輸、日本通運）、県トラック協会、赤帽県軽自動車運送協同組合、災害救助犬ネットワーク、県警備業協
会、自主防災組織(岩神町四丁目、茂木町)、各種協定締結団体等

■基幹訓練 ■関連訓練（両訓練とも10/26 午前中のみ）
１ 物的支援の受入れ・供給訓練（10/26 ）
◯ 物資集積拠点の開設・運営
◯ 備蓄物資の供給及び避難所への配送
◯ 協定に基づく企業、団体等からの物資の

確保
２ 災害廃棄物の処理訓練（11/11）
◯ 仮置場の開設・運営
◯ 関係機関との連携

１ 発災当初における救出／救助訓練（県消防学校）
◯ 倒壊家屋等からの検索救助訓練（関係機関と連

携）
◯ 現地合同調整所における各関係機関連携訓練

２ 避難所運営・開設訓練
（岩神小学校・大胡小学校）

◯ 自主防災組織による避難所への誘導
◯ 避難所施設開設、支援物資の受入れ
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訓練会場

県消防学校

グリーンドーム

避難所
【岩神小学校】

県防災センター

県広域拠点
（トラック協会倉庫）

市防災倉庫
【西消防署】】

ＨＰ
【赤十字病院】

避難所
【大胡小学校】

陸自相馬原駐屯地

ばら園第３
駐車場

県庁
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グリーンドーム前橋を主会場として
市内等１０ヶ所にて実施



【参考】物的支援受入れ・供給訓練ルート

国の物資輸送【プッシュ型支援】

相馬原駐屯地飛行場赤十字病院ヘリポート

県からの物資輸送 市からの物資輸送前橋市避難所【2か所】

県防災センター

県集積所
（トラック協会倉庫） 協定締結業者

※他市町村集積所へ(訓練対象外）

市集積所（グリーンドーム）

備蓄倉庫（西消防署）
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